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  内閣府では、昭和５３年度から、青少年育成国民運動の一層の充実と定着を図ることを目的として 

 毎年７月を「青少年の非行・被害防止全国強調月間」、１１月を「子供・若者育成支援推進強調月間」 

と定め、関係団体等の参加を得て、青少年健全育成のための諸行事・諸活動を集中的に実施し、より 

多くの国民が子供・若者育成支援と非行・被害防止に関心を高め、取り組みを進めていただくよう主 

唱しています。 

  長崎県ではココロねっこ運動として取り組んでおり、７月の強調月間を「長崎っ子の心を見つめる 

教育週間」と連動して実施しました。１１月の強調月間では、子供・若者を取り巻く状況を５つの 

『場：家庭、学校、地域社会、情報通信環境（インターネット空間）、就業（働く場）』に分けて 

考え、社会全体の状況から子供・若者に対する支援に向けた取り組みを行うように計画されていま 

す。 

平成２２年に「子ども・若者育成支援推進法」が施行されました。その中で次の５本の柱を基本 

的な方針として設定し、子供・若者育成支援を総合的に推進するように考えられています。 

                           具体的には GIGAスクール構想による１ 

                          人１台の ICT環境を活用すること等で、 

                          個別最適な学びと協働的な学びの実現を 

                          目指す、有害環境対策や防犯・防災対策 

                          等により安心・安全を確保する、性被害 

                          や SNSに起因するものを含む犯罪や事故 

等から自らの安全を守るようにするなどの取り組みです。児童虐待や子供の貧困、ヤングケアラー 

などについても早期発見・早期対応等の対策を推進するようになっています。 

 また、SNSに起因する子供・若者の被害事犯の増加は著しく、フィルタリング利用率の向上や、 

フィルタリングの促進だけでは防ぎきれない被害の存在やインターネット利用者の低年齢化、利用 

時間の長時間化等は大きな問題であり、家庭でのルール設定など家庭教育の充実を望むものだと思 

います。 

 子供・若者のよりよい成長を願うのは子供たちを取り巻く大人の共通の願いだと思います。１１ 

月の「子供・若者育成支援推進協調月間」では、様々な広報・啓発活動や地域での健全育成活動等 

が行われていきます。インターネットや SNS等の利用に関する家庭のルールなども御家庭で確認い 

ただき、有効な活用となるようにしていただくようお願いいたします。 

 次ページには、「ネット・電子メディア利用 長崎基準」が掲載された資料及び長崎県警察から 

いただいた「スマートフォンを子供に持たせる保護者の方へ」を添付します。是非、御一読いただ 

き、子供たちを守ることについてお話しください。 

 

 

１ 全ての子ども・若者の健やかな育成 

２ 困難を有する子供・若者やその家族の支援 

３ 創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援 

４ 子供・若者の成長のための社会環境の整備 

５ 子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援 

 



 



 



 



 


